
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則 

（平成１６年達示第７２号） 

   第１章 総則 

 （中 略） 

（定義） 

第２条 この規則において有期雇用教職員とは、期間を

定めた労働契約により雇用する教職員のうち、別表第

１、別表第２及び別表第３の職名欄に定める者をい

う。 

２ （略） 

（資格等） 

第３条 有期雇用教職員の資格、職務内容、雇用年齢上

限（無期雇用教職員を除く。以下同じ。）、定年（無期

雇用教職員に限る。以下同じ。）及びその他の事項は、

別表第１、別表第２及び別表第３の職名ごとの区分に

応じ、同表に定めるところによる。 

 （中 略） 

別表第２ 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年齢

上限 

定年 その他の

事項 

寄 附 講 座

教員 

寄 附 研 究

部門教員 

当該講座

又は研究

部門教員

としての

業務の遂

行能力が

あり、原

則として

他の職に

就いてい

ない者 

当該講座

又は研究

部門にお

ける教育

研究に従

事するほ

か、本学

の定めに

より教育

研究に支

障のない

範囲内で

その他の

授業又は

研究指導

を担当す

る 

 

 

 

 

満６５歳 

（ た だ

し、大学

が特に認

めた場合

は、この

限りでな

い。） 

満６５歳 

 

（略） 

共 同 研 究

講座教員 

共 同 研 究

部門教員 

当該講座

又は研究

部門にお

ける研究

に従事す

る 

・当該講

座又は研

究部門の

継続して

いる間、

雇用可能 

 

 

第１章 総則 

 

（定義） 

第２条  

 

 

 

２ 

（資格等） 

第３条 （同 左） 

 

 

 

 

 

別表第２ 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年齢

上限 

定年 その他の

事項 

  当該講座

における

教育研究

又は研究

部門にお

ける研究

に従事す

るほか、

本学の定

めにより

当該講座

又は研究

部門にお

ける業務

に支障の

ない範囲

内でその

他の授業

又は研究

指導を担

当する 

 

  

産 学 共 同

講座教員 

産 学 共 同

研 究 部 門

教員 

当該講座

における

研究教育

又は研究

部門にお

ける研究

に従事す

・当該講

座又は研

究部門の

継続して

いる間、

雇用可能 

（同 左） 

（同 左） （同 左） 



改     正     前 改     正     後 

・当該共

同研究講

座又は共

同研究部

門の設置

に係る共

同研究費

にて雇用

される場

合に限る 

 

・選考方

法、選考

基準は当

該講座・

研究部門

を置く部

局が定め

る 

   
 

（略） 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則 

（平成１６年達示第７３号） 

   第１章 総則 

 （中 略） 

（定義） 

第２条 この規則において時間雇用教職員とは、期間を

定めた労働契約により雇用する教職員のうち、１週間

の所定の勤務時間が３０時間を超えない者で、別表第

１、別表第２及び別表第３の職名欄に定める者をい

う。 

２ （略） 

（資格等） 

第３条 時間雇用教職員の資格、職務内容、雇用年齢上

限及びその他の事項は、別表第１、別表第２及び別表

第３の職名ごとの区分に応じ、同表に定めるところに

よる。 

 （中 略） 

別表第２（第２条・第３条・第４条関係） 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年齢

上限 

定年 その他の

事項 

   満６５歳 

（ た だ

し、大学

が特に認

めた場合

満６５歳 （略） 

寄 附 講 座

教員 

寄 附 研 究

部門教員 

当該講座

又は研究

部門教員

としての

当該講座

又は研究

部門にお

ける教育

（略） 

るほか、

当該講座

又は研究

部門にお

ける業務

に支障の

ない範囲

内でその

他の授業

又は研究

指導を担

当する 

・当該産

学共同講

座又は産

学共同研

究部門の

設置に係

る共同研

究費等に

て雇用さ

れる場合

に限る 

・選考方

法、選考

基準は当

該講座・

研究部門

を置く部

局が定め

る 

   
 

（同 左） 

 

  

 

 

   第１章 総則 

  

（定義） 

第２条 

 

 

 

 

２ 

（資格等） 

第３条 （同 左） 

 

 

 

 

別表第２（第２条・第３条・第４条関係） 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年齢

上限 

定年 その他の

事項 

   
   

 
 

当該講座

における

教育研究

又は研究

（同 左） 

（略） （同 左） 

（同 左） 

（同 左） 

（略） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 

業務の遂

行能力が

ある者 

研究に従

事するほ

か、本学

の定めに

より教育

研究に支

障のない

範囲内で

その他の

授業又は

研究指導

を担当す

る 

 

 

は、この

限りでな

い。) 

共 同 研 究

講座教員 

共 同 研 究

部門教員 

当該講座

又は研究

部門にお

ける研究

に従事す

る 

・当該講

座又は研

究部門の

継続して

いる間、

雇用可能 

・当該共

同研究講

座又は共

同研究部

門の設置

に係る共

同研究費

にて雇用

される場

合に限る 

 

・選考方

法、選考

基準は当

該講座・

研究部門

を置く部

局が定め

る 

   
 

（略） 

 （中 略） 

別表第５（第２４条関係） 

職名 時間給 

医師、歯科医師 

寄附講座教員、寄附研究

部門教員 

研究員 

共同研究講座教員、共同

研究部門教員 

１ ， ３ ０ ０ 円 か ら   

３，９００円までの範囲

で１００円単位の額 

部門にお

ける研究

に従事す

るほか、

当該講座

又は研究

部門にお

ける業務

に支障の

ない範囲

内でその

他の授業

又は研究

指導を担

当する 

産 学 共 同

講座教員 

産 学 共 同

研 究 部 門

教員 

当該講座

における

研究教育

又は研究

部門にお

ける研究

に従事す

るほか、

当該講座

又は研究

部門にお

ける業務

に支障の

ない範囲

内でその

他の授業

又は研究

指導を担

当する 

・当該講

座又は研

究部門の

継続して

いる間、

雇用可能 

・当該産

学共同講

座又は産

学共同研

究部門の

設置に係

る共同研

究費等に

て雇用さ

れる場合

に限る 

・選考方

法、選考

基準は当

該講座・

研究部門

を置く部

局が定め

る 

   
 

（同 

左） 

 

別表第５（第２４条関係） 

職名 時間給 

医師、歯科医師 

寄附講座教員、寄附研究

部門教員 

研究員 

産学共同講座教員、産学

（同 左） 

（略） （同 左） 



改     正     前 改     正     後 

 （後 略） 

 

   京都大学客員教授及び客員准教授等に関する規

程 

（昭和４７年達示第１１号） 

 （前 略） 

（称号の付与） 

第２条 総長は、次の各号の一に該当する者のうち、本

学において引き続き３月以上専攻分野について教育

又は研究に従事し、本学の教授又は准教授と同等以上

の資格があると認められる者に対して、客員教授又は

客員准教授の称号を付与することができる。 

(1) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する非

常勤の講師（本学において、他に常勤の職を占める

者を除く。） 

(2) 京都大学寄附講座及び寄附研究部門規程（平成 

１６年達示第１００号）第９条第３項に規定する寄

附講座教員等 

 

 

 

(3) 産学連携等研究費、科学技術振興調整費等外部か

ら受け入れる資金による非常勤の研究員 

(4) 国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則（平

成１６年達示第７５号）に定める招へい研究員 

(5) 本学の客員講座又は客員研究部門を担当する国

の機関の職員又は他の国立大学法人若しくは行政

執行法人等の役員若しくは職員 

（後 略） 

共同研究部門教員 

 

 

 

 

 

 

（称号の付与） 

第２条  

 

 

 

 

(1) 

 

  

(2)  

 

 

(3) 京都大学産学共同講座及び産学共同研究部門規

程（平成２９年達示第５９号）第９条第３項に規定

する産学共同講座教員等 

(4) 産学連携等研究費等外部から受け入れる資金に

よる非常勤の研究員 

(5)  

 

(6)  

 

 

 

附 則 

この規則は、平成２９年１１月６日から施行する。 
 
 

 

（同 左） 

（同 左） 


